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１．計画の対象とする森林                             
 

 

2．新潟市の森林整備の現状と課題                       

 

（注

１）

 

 

 

■表 土地面積及び林野面積                                    (ha) 

市域面積 林野面積   林野率   

①  ②  国有林 民有林 ③/①*100   

72,619 5,412  5,412 7.45%   
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■各区森林の特徴   

注１ 齢級:林齢を５年の幅でくくった単位。 

苗木を植栽した年を１年生として、１～５年生を「１齢級」と数える 
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（齢級 注 1） 
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■表 保有山林面積別の林家数                                                            (戸) 

合計 ～3ha未満 3～5ha未満 5～10ha未満 10～20ha未満 
20～100ha

未満 
100ha以上 

10 3 1 2 3  1 

(出典:2020農林業センサス確報) 

 

  

左から多宝山、角田山 西蒲区の杉林 
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３．森林整備の基本方針                                       

 

 

 

 

№ 機能の種類 ゾーニング区分 主な働き・望ましい森林の状態 

１ 
安心・安全なくらしを守る 

～水源涵養機能 

公
益
的
機
能
別
施
業
森
林 

「
水
土
保
全
林
」 

 

【主な働き】 

 土壌への降水や融雪水の浸透を促進すること

などにより、ピーク流量を低減して洪水を調整す

るとともに渇水を緩和する働き 

【望ましい森林の状態】 

 下層植生とともに樹木の根が発達することによ

り、水を蓄えるすき間に富んだ浸透・保水能力の

高い森林土壌を有している 

 

２ 

安心・安全なくらしを守る 

～山地災害防止 

／土壌保全機能 

 

【主な働き】 

 自然現象等による山地災害の発生を防止す

る働き 

【望ましい森林の状態】 

 下層植生が生育するための空間が確保され、

適度な光が射し込み、下層植生とともに樹木の

根が深く広く発達した土壌を保持している 

 

３ 
快適なくらしを提供する 

～快適環境形成機能 

「
人
と
の
共
生
林
」 

 

【主な働き】 

 自然現象等による飛砂、潮害等を防止すると

ともに、風や騒音などの調節、大気の浄化など、

快適な生活環境を保全・形成する働き 

【望ましい森林の状態】 

 樹高が高く枝葉が多く茂っているなど遮へい能

力や汚染物質の吸着能力等が高く、諸被害に

対する抵抗性が高い 
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４ 
快適なくらしを提供する 

～保健・レクリエーション機能 

公
益
的
機
能
別
施
業
森
林 

「
人
と
の
共
生
林
」 

 

【主な働き】 

 森林とのふれあいを通じて、憩いや学びの場を

提供する働き 

【望ましい森林の状態】 

 多様な樹種等からなり、住民等に憩いと学び

の場を提供している 

 

５ 
地域の歴史・文化を支える 

～文化機能 

「
地
域
遺
産
林
」 

 

【主な働き】 

 森林の景観等を通じて、歴史、文化、学術等

の振興に寄与する働き 

【望ましい森林の状態】 

 史跡・名勝等と一体となって潤いのある自然景

観や歴史的風致を有している 

 

６ 
すべての生きものを支える 

～生物多様性保全機能 

 

【主な働き】 

 森林生態系を構成する多様な生物の生育・

生息の場を提供する働きで、全ての森林が有す

る 

【望ましい森林の状態】 

 多様な生物が生育・生息できる、安定した森

林生態系が形成されている 

 

７ 
水や空気を提供する 

～地球環境保全機能 
 

 

【主な働き】 

 二酸化炭素の固定、蒸散発散作用等が保た

れることによって発揮される働きで、全ての森林が

有する 

【望ましい森林の状態】 

 市域を超えた広範囲にわたる森林の働きによ

り、気象・気候等の良好な環境が維持されてい

る 
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８ 
低炭素社会を実現する 

～木材等生産機能 

木
材
の
生
産
機
能
の 

維
持
増
進
を
図
る
森
林 

「
木
材
生
産
林
」 

 

【主な働き】 

 木材等の林産物を持続的、安定的かつ効率

的に供給する働き 

【望ましい森林の状態】 

 林木の生育に適した土壌を有し、木材等とし

て利用する上で良好な樹木により構成され、成

⾧量が比較的高い 

 
あ 

 

 

 

 

４．森林整備の合理化に関する基本方針                          

 

 

 

 

 

  

注１ 特定の者が複数の森林所有者を取りまとめ、所有界を越えて面的な森林施業または森林経営を効率的に

実施することをいう。 
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１．主伐に関する基本的事項                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

２．樹種別の標準伐期齢                                         

 

標 準 伐 期 齢 

スギ 
アカマツ 

クロマツ 
カラマツ 

その他の 

針葉樹 

用材林 

広葉樹（注２） 

その他の 

広葉樹（注３） 

４５年 ４０年 ４０年 ６０年 ７０年 ２０年 

 

 

注１ 更新:伐採により生じた無立木地（伐採跡地）が再び立木地になること 

注２ 天然下種更新:天然に散布した種により後継の森林を育成する方法 

注３ 母樹:優良な形質を持った種子や穂木などを採取する樹木 

注４ 萌芽更新:材木を伐採した後の株から発生するぼう芽を成⾧させて林を更新する方法 

注１ 標準伐期齢:平均成⾧量が最大となる林齢の目安 

注２ 用材林広葉樹:主に製材、合板用材等に利用される広葉樹 

注３ その他の広葉樹:主に薪炭材、食用きのこ原木等に利用される広葉樹 
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３．伐採（主伐）の標準的な方法                                

 

 

(1) 皆伐 

 

 

(2) 択伐 

 

 

(3) 集材 

 

 

 

 

注１ 集材路:立木の伐採、搬出等のために林業機械等が一時的に走行することを目的として作設される 

仮施設（森林整備や木材の搬出のために継続的に用いる道は、森林作業道として集材 

路と区別する） 



 

9 
 

４．その他必要な事項                                             
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注１ 花粉の少ない苗木:花粉の少ない品種（無花粉・少花粉・低花粉・特定母樹）から採取された 

種子や穂木から育成された苗木。スギ花粉発生源対策推進方針（令和６年 

４月改正）で定義された 

注２ 特定苗木:農林水産大臣から指定を受けた成⾧や材の剛性等の特性が特に優れた「特定母樹」か

ら採取された種子や穂木から育成された苗木 

 

 

１．造林に関する基本的事項                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．人工造林に関する事項                               
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注１ 郷土樹種:その土地にもともと生育している樹種 

注１ 地位:樹高の計測により特定される林地の生産力を示す指数 

 

  

  

 

樹種 標準的な植栽本数 備考 

スギ 2,000～2,500本／ha  

アカマツ、クロマツ 
4,900～6,400本／ha 海岸林造成の場合 

2,000～2,500本／ha 上記以外 

カラマツ 2,000本／ha  

ヒノキ、ヒノキアスナロ 2,000～2,500本／ha  

キリ 200～300本／ha  

ブナ、ケヤキ、ナラ類、カエデ類 2,500～3,000本／ha  

 

区分 標準的な方法 

地 拵
じごしら

えの方法 

全刈筋置きを原則としますが、傾斜が３０度以上の急傾斜地においては、等高線沿い

の筋刈り（筋状地拵え）とし、林地の保全に努めます。 

積雪の移動が植栽木に損傷を与えることが予想される場合は、階段切り付けを行いま

す。 

植え付けの方法 
下刈り等の保育作業の効率を考え、全刈地拵えの場合は正方形植えを標準とします。

筋状地拵えの場合は、等高線に沿ってできるだけ筋を通して植え付けます。 

植え付けの時期 
春は雪消えが遅く植え付け適期が短いことから、秋植えを標準とします。降雪まで３週

間以上の期間をとれる時期に植え付けます。 
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３．天然更新に関する事項                                         

 

 

■表  天然更新補助作業の標準的な方法 

区分 対象 標準的な方法 

芽かき 萌芽更新 

萌芽枝の成⾧に優劣が出てくる６～８年目頃に、最初の整理を行

います。萌芽枝は「根萌芽（注１）」を中心に発生位置の低い形質の良

い優勢なものを残し、１株あたり４本以内、haあたり5,000～6,000

本を目標にします。 

かき起こし 

(地表処理) 

天然下種 

更新 

ササの繁茂や枝葉の堆積により更新が阻害されている箇所について

重機等により堆積物の除去及び地表のかき起こしを行います。更新対

象樹種の趣旨が接地・発芽できる環境を整え、稚樹の定着を促進しま

す。 

刈り出し 共通 
ササなどの下層植生によって天然稚樹の生育が阻害されている箇所

について、稚樹の周囲を刈り払い、稚樹の成⾧を促進します。 

植え込み 

(補植) 
共通 

更新の不十分な箇所について、経営目標に適した樹種を選定し、植

栽を行います。 
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注１ 根萌芽:萌芽枝のうち根より発生したもの 

注２ 立木度:期待成立本数に対する現在の成立本数を十分率で表した値 

■表 天然更新完了基準 

区分 内容 

更新 

対象地 

①伐採及び伐採後の造林の届出書において天然更新を計画した伐採跡地 

②森林経営計画において天然更新を実施予定とする伐採跡地 

③その他天然更新による更新の完了を判定する必要がある伐採跡地等 

確認時期 

 更新対象地の伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して５年を経過す

る日までに現地確認により更新の完了判定を行います。 

 天然更新をすべき期間が満了した日において、更新の完了判定を満たさなかった場合は、

伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して７年を経過する日までに天然

更新補助作業または植栽（人工造林）の実施を指導し、再度、更新調査等により更新の

完了判定を行います。 

更新樹種  将来、林冠を構成する高木性樹種（「次頁天然更新の対象とする樹種」参照） 

完了判定 
 周辺の植生の高さを超える更新樹種の成立本数が3,000本／ｈａ（立木度（注２）

３）以上 
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○:萌芽更新が期待できる      ×:萌芽更新が期待できない      「空欄」:データなし 

 

※新潟県が過去に実施した「森林資源モニタリング調査」にて確認された新潟県内に生育する樹種のうち、図鑑等におい

て高木性樹種とされる樹種を出現頻度別にまとめたもの 

※萌芽能力については、「広葉樹施業の生態学」谷本丈夫著及び「天然更新完了基準書作成の手引き(解説編)」林

野庁作成による 

※ハリエンジュ（ニセアカシア）については、環境省の産業管理外来種として位置付けられており、適切な管理が必要とさ

れている 

樹種名 科名 萌芽能力 樹種名 科名 萌芽能力 樹種名 科名 萌芽能力 樹種名 科名 萌芽能力

アオダモ
(別名：ｺﾊﾞﾉﾄﾈﾘｺ)

モクセイ科 ○ コナラ ブナ科 ○ アカマツ　 マツ科

アオハダ モチノキ科 ○ コハウチワカエデ
(別名：ｲﾀﾔﾒｲｹﾞﾂ)

ムクロジ科 ○ スギ　 スギ科

アズキナシ バラ科 タムシバ モクレン科

イタヤカエデ
(変種：ｱｶｲﾀﾔ､ｳﾗｼﾞﾛｲﾀﾔ､ｴｿﾞｲﾀﾔ､ｵﾆｲﾀﾔ)

ムクロジ科 ○ ナナカマド バラ科 ○

ウリハダカエデ ムクロジ科 ○ ハウチワカエデ　 ムクロジ科 ○

ウワミズザクラ バラ科 ○ ブナ　 ブナ科 ×

オニグルミ クルミ科 ○ ホオノキ モクレン科 ○

カスミザクラ バラ科 ○ ミズキ ミズキ科 ×

キハダ ミカン科 × ミズナラ　 ブナ科 ○

クリ ブナ科 ○ ヤマグワ クワ科

ケヤキ ニレ科 ○ ヤマボウシ ミズキ科

コシアブラ ウコギ科 × ヤマモミジ　 ムクロジ科

アカシデ カバノキ科 × サワシバ カバノキ科 ウラジロガシ　 ブナ科 ○ オオシラビソ マツ科

アカメガシワ トウダイグサ科 シナノキ シナノキ科 ○ シロダモ　 クスノキ科 ○ カヤ イチイ科

アワブキ アワブキ科 ○ タカノツメ ウコギ科 × ソヨゴ　 モチノキ科 ○ カラマツ マツ科

イヌザクラ バラ科 ダケカンバ カバノキ科 × タブノキ　 クスノキ科 キタゴヨウ
(別名：ﾋﾒｺﾏﾂ)

マツ科

イヌシデ カバノキ科 ○ テツカエデ ムクロジ科 ヤブツバキ ツバキ科 ○ ヒノキ ヒノキ科

ウダイカンバ カバノキ科 × トチノキ トチノキ科 × ヒノキアスナロ ヒノキ科

エゾエノキ ニレ科 トネリコ モクセイ科

エゾヤマザクラ
(別名：ｵｵﾔﾏｻﾞｸﾗ)

バラ科 ○ ナツツバキ ツバキ科 ○

エノキ ニレ科 ○ ナラガシワ ブナ科

オオバボダイジュ シナノキ科 ニガキ ニガキ科

カラスザンショウ ミカン科 ネムノキ マメ科

キタコブシ モクレン科 ハクウンボク エゴノキ科

キリ ゴマノハグサ科 ハリギリ ウコギ科 ○

クヌギ ブナ科 ○ ハンノキ カバノキ科 ×

クマシデ カバノキ科 × ヒトツバカエデ ムクロジ科

クマノミズキ ミズキ科 ミズメ
(別名：ﾖｸﾞｿﾐﾈﾊﾞﾘ)

カバノキ科 ×

ケヤマハンノキ
(別名：ﾔﾏﾊﾝﾉｷ)

カバノキ科 ヤマザクラ バラ科

ケンポナシ クロウメモドキ科 ヤマトアオダモ モクセイ科

サワグルミ クルミ科 ヤマナラシ ヤナギ科 ○

アベマキ ブナ科 シウリザクラ バラ科 ○ アカガシ　 ブナ科 ○ イチイ　 イチイ科

イイギリ イイギリ科 シラカンバ カバノキ科 × スダジイ　 ブナ科 ○ クロマツ マツ科

イヌエンジュ マメ科 シロヤナギ ヤナギ科 モチノキ モチノキ科 コメツガ マツ科

ウラジロノキ バラ科 ネコシデ
(別名：ｳﾗｼﾞﾛｶﾝﾊﾞ)

カバノキ科 ヤマグルマ　 ヤマグルマ科 サワラ ヒノキ科

エンジュ マメ科 ハリエンジュ
(別名：ﾆｾｱｶｼｱ)

マメ科 ○ ネズコ ヒノキ科

オオイタヤメイゲツ ムクロジ科 ハルニレ ニレ科 ○ ネズミサシ
(別名：ﾈｽﾞ)

ヒノキ科

オノエヤナギ ヤナギ科 ヒナウチワカエデ ムクロジ科 モミ マツ科

オヒョウ ニレ科 ○ メグスリノキ ムクロジ科

カシワ ブナ科 ○ ヤシャブシ
(変種：ﾐﾔﾏﾔｼｬﾌﾞｼ)

カバノキ科 ○

カツラ カツラ科 ○ ヤチダモ モクセイ科 ×

コブシ モクレン科 ヤマナシ バラ科

サイカチ マメ科

中

低

主な更新樹種

出現
頻度

落葉広葉樹 常緑広葉樹 針葉樹

高
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４．植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する事項                 
   

(1) 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の基準 

 

(2) 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の所在 

 

 

■表 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林 

森林の区域（大字及び林小班） 備考 

該当なし  

 

 

５．その他必要な事項                                    
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１．保育及び間伐に関する基本的事項                              

 

 

 

２．保育の種類別の標準的な方法                                   

 

区分 
実施 

時期 
実施回数 標準的な方法 

根踏み 2年生 1回 

 積雪の移動や風等により造林木の根が浮き、根抜けに

よる枯損が懸念される場合に実施します。 

植栽の翌年の融雪直後に、植えつけた苗の周辺を足

でよく踏みつけます。 

下刈り 2～7年生 
1～2回 

／年 

 造林木の樹高が雑草木の高さの１．５倍程度になる

まで毎年実施します。 

 造林木の周辺を刈払い、成⾧の妨げとなる雑草木を

除きます。雑草木の繁茂が著しい場合は、３年生までは

年２回（６月上旬と８月上旬）とすることが望ましく、

それ以降は年１回（６～７月）実施します。 

雪起こし 
4～15 

年生 
1回／年 

 積雪の移動により発生する倒木及び斜立木を、わら縄

等を用いて引き起こします。 

樹高が２ｍを超える頃から開始し、平均積雪深の

２．５倍程度に達するまで、毎年融雪直後に実施しま

す。 

造林木の成⾧が盛んになる５月頃までに作業を終え

られない場合は、作業効果が低下するので実施を見合

わせます。 
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除伐 
11～25 

年生 
1～3回 

 下刈り終了後、初回間伐までの間に雑木との競合があ

る場合に実施し、生育不良木及び目的外樹種を除去し

ます。 

枝打ち 
11～30 

年生 
1～3回 

 良質材の生産や病害虫・雪害の防除を目的に枝を切

り落とします。 

 樹高６ｍの頃に初回（枝下高２ｍ）を実施し、その

後樹高が２～３ｍ増すごとに繰り返し行います。作業効

率を重視し、原則として除伐または間伐の実施後に行い

ます。 

 枝下高が生産目標の高さに達するまでを目安に実施し

ますが、枝下高が樹高の１／２を超えないように注意し

ます。 

つる切り 随時 適宜 
 造林木に巻き付くつる類を取り除く作業で、林齢に関

係なく必要に応じて実施します 

 
 

 

 

３．間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法         

 

 

林齢区分 実施時期 標準的な方法 

うっ閉してから 

標準伐期齢に 

達するまでの期間 

5～10年に 

1回 

本数伐採率を２０～３０％程度とし、雪害木、樹幹の不整

木等から順に選定し伐採します。 

標準伐期齢を 

超えてから 

主伐までの期間 

10～20年 

に1回 

本数伐採率を３０～４０％程度とし、材としての利用も視

野に入れながら伐採木を選定します。伐採木の搬出効率を考

慮しつつ、残存木の適正配置を確保します。 
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間伐した林分（西蒲区） 
 

 

 

４．その他保育及び間伐の基準                             
 

(1) 間伐の目安となる収量比数（注１） 

 

 密度管理図を基にした間伐の実施方法 

区分 収量比数 考え方 

間伐の実施時期の目安 
Ry0.65 

～0.7 

収量比数が左の値を維持するように間伐を実施す

ることを標準とします。 

間伐1回あたりの 

伐採材積の目安 
Ry≦0.15 

間伐1回あたりの伐採量（材積）は左記の程度

に抑え、林内の急激な環境変化を避けます。 

 

 

 

 

  

注１ 収量比数（Ry）:ある平均樹高のときに、その林分がもてる最大の幹材積に対して９０％、８０％、

７０％などに相当する幹材積と本数密度等の関係を示す数値で、立木の混み具

合を示す指標になります。 
 

注１ うっ閉:隣り合う立木の枝葉が触れあって、日光が直接地面まで届かなくなるような状態になること  

注２ 適切な伐採率:森林経営計画の認定基準として、森林法施行規則第 38 条第 3 項に定められている 

間伐の基準は以下のとおり 

     「材積に係る伐採率が 35％以下であり、かつ、伐採が終了した日を含む年度の初日から起算して 

おおむね 5 年後において、その森林の樹幹疎密度が 10 分の 8 以上に回復することが確実であると 

認められる範囲内で実施」 
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【参考】「裏東北・北陸地方スギ林分密度管理図」（抜粋） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [図の見方] 
１ 2,500本／ha植栽の場合、樹高10ｍ程度の頃にRyが0.65を超える（①）（このとき成立本数2,340本／

ha程度（図①’）、幹材積173㎥／ha（図①”））。この時期に初回の間伐を実施し、残存本数を1,640本
／ha程度（図②’）、幹材積142㎥／ha程度（図②”）とする（このとき材積に係る伐採率は18％程度で、国
が示す基準35％以下である）。 

２ 樹高12ｍ程度に達した頃に再びRyが0.65を超えるので（図③）、2回目の間伐を実施し（このとき成立本数
1,590本／ha程度（図③’）、幹材積241㎥／ha（図③”））、残存本数を1,110本／ha程度（図④’）、
幹材積198㎥／ha程度（図④”）とする（このとき材積に係る伐採率は18％程度で、国が示す基準35％以下
である）。 

３ 同様に、樹高成⾧にしたがって間伐実施を繰り返し、生産目標に応じた林分へ誘導する。 
４ 樹高成⾧が早ければ間伐実施の間隔は短く、遅ければ間隔は⾧くなる。 

 

  

Ry=0.65 

➀'

（㎥/ha）

1,000

500

300

200
➀ 
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④ 

20 

④''
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➀''
②''

本数密度 

幹

材

積 
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20 
 

(2) その他必要な事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ 若齢段階:高木性の樹種が優占して林冠が閉鎖し、個体間の競争が強くなり、下層植生が目立っ

て少なくなる時期のこと。葉の量も増え、森林としての生産速度が最も高くなる。 

注２ 樹冠⾧率:樹木の樹冠の高さ（樹高）と、地面から樹冠が始まる高さ（胸高直径からの高さ）の

比率。樹木の成⾧や健康状態を評価するための指標 

注３ 樹冠:木の上部の葉や枝が広がる部分 

注４ 成熟段階:樹冠同士の間に隙間ができ、林内が少し明るくなり、下層植生が徐々に豊かになる時

期のこと。個々の樹木個体はサイズを増やし、表土の保全や生物の生息環境としての

機能が徐々に増大する。 
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西区上新栄町の保安林整備 西海岸公園に新潟県産抵抗性クロマツを植栽 
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１．公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業の方法    

 

 

ゾーニング区分 
推進する 

施業の名称 
具体的な基準 

水土保全林（水）（注１） 伐期の延⾧ 

・ 標準伐期齢に１０年を加えた林齢に達するま

では主伐を行わないこと  

かつ 

・ 伐採後の更新未完了の区域が連続して２０

haを超えないこと 

水土保全林（土）（注２） 

⾧伐期施業 

・ 標準伐期齢のおおむね２倍の林齢に達するま

では主伐を行わないこと  

かつ 

・ 伐採後の更新未完了の区域が連続して２０

haを超えないこと 

人との共生林（快適）（注３） 

人との共生林（保健）（注４） 

※ゾーニング区分が重複する場合に推進する施業は、「⾧伐期施業」を優先する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

注１ 水土保全林（水）:水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

注２ 水土保全林（土）:土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維持増進を図るための森林施

業を推進すべき森林 

注３ 人との共生林（快適）:快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林  

注４ 人との共生林（保健）:保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 
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２．木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき       

森林の区域及び当該区域内における森林施業の方法                    

 

■表 木材の生産機能の維持を図るための森林施業を推進すべき森林の区域の基準（新潟県地域森林計画より） 

森林の区域の名称 区域の基準 

木材の生産機能の     
維持増進を図るための  
森林施業を推進すべき  

森林 

・木材生産を目的とする人工造林により造成された森林のう
ち、通常以上の樹高成⾧が見込める森林 

・土地の生産力が高く樹木の成⾧がより森林 

・道路に近く木材等の搬出に有利な森林 

・薪炭、きのこ原木、粗朶等の用途に供されている森林 

など 

うち、特に効率的な施業が

可能な森林の区域 

上記に加え 

・林班単位で人工林が過半であること 

・木材等生産機能が「Ｈ」の森林が過半であること 

・林班の傾斜区分の平均が 25 度未満であること 

・災害の発生のおそれのない森林であること 

・法指定による制限のない森林であること 

 など 
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１．制度に関する基本的な考え方                          

 

 

 

 

２．意向調査や経営管理権の設定対象となる森林の考え方          

 

 

 

 

３．経営管理実施権設定の考え方                         
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４．市町村森林経営管理事業の考え方                       
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１．森林経営の集約化の促進方針                                

 

 

 

 

２．森林施業等の集約化の促進方策                                

 

 

 

 

３．森林の施業または経営の受委託を実施する上で留意すべき事項       
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１．作業路網の整備に関する基本的事項                           

 

 

 

 

２．林道及び林業専用道に関する事項                             
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作業システム別 林道及び林業専用道整備の水準 

（地域森林計画から抜粋） 

区  分 路網密度（基幹路網） 

車両系 緩傾斜地（０°～１５°） １１０         （３５）ｍ／ha以上 

中傾斜地（１５°～３０°） ８５         （２５）ｍ／ha以上 

急傾斜地（３０°～３５°） ６０＜５０＞   （１５）ｍ／ha以上 

架線系 中傾斜地（１５°～３０°） ２５         （２５）ｍ／ha以上 

急傾斜地（３０°～３５°） ２０＜１５＞   （１５）ｍ／ha以上 

急峻地  （３５°～） ５         （  ５）ｍ／ha以上 

  ※ ＜＞書きは育成複層林へ誘導する森林における路網密度 

 
 

 

３．森林作業道に関する事項                             

  

 

 

 

 

 

林内路網開設（西蒲区） 
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１．林産物の利用促進に関する事項                             

  

R5 年度に木造で整備した山潟コミュニティハウス（中央区）の ①外観 ②フリースペース 

 

  

① ② 
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１．森林病害虫の駆除または予防の方法等                    

 

 

(1) 松くい虫被害対策 

 

区分 松林区分 対策の内容 

保全すべき松林 
高度公益機能森林及び

地区保全森林 

①予防事業 

 薬剤散布、樹幹注入等 

②駆除事業 

 伐倒駆除、特別伐倒駆除等 

③衛生伐等森林整備事業 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

①②無人ヘリによる防除 ③伐倒くん蒸 

① 

② 

③ 
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(2) ナラ枯れ被害対策 

 

 

 

 

２．鳥獣害の防止に関する事項                            

 

 

 

 

３．森林火災の予防の方法                              

 

 

 

 

４．火入れを実施する場合の留意事項                      

 

 

 

 

５．伐採を促進すべき森林の所在                          
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１．保健機能森林の区域                                
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１．森林経営計画の作成に関する事項                      

 

 

 

 

 

２．森林の総合利用の推進に関する事項                     

  

 

 

 

３．住民参加による森林整備の推進に関する事項                  
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西海岸公園でのクロマツ苗木植樹 森林整備ボランティアを対象とした安全講習会 

 

 

 

４．森林経営管理制度に基づく事業に関する事項                   

 

■表 経営管理権設定森林 

区域 設定年度 面積 作業種 

西蒲区平沢 令和５年度 11.36ha 間伐 
 

  

 

 

 

５．その他必要な事項                                  
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【別表１】公益的機能別施業森林の種類別の区域 

ゾーニング区分 
森林の区域 面積 

 推進する 

施業別の区分 （林小班番号） （ha） 

水土保全林 

（水） 
伐期の延⾧ 

（西蒲区 岩室地区） 

13-1～7、14-1～3、15-1～8、16-1～3、 

17-1～6、18-1～9、19-1～5、20-1～5 

（秋葉区 新津地区） 

7-3～14、8-1～15、11-1～12、12-1～15、 

13-1～18 

350.48 

 

 

256.96 

 

 

小計  607.44 

水土保全林 

（土） 
⾧伐期施業 

（西蒲区 巻地区） 

13-1～10、14-1～6、29-1～5、35-1～7 

（西蒲区 岩室地区） 

3-1～5、4-1～12、7-1～14、8-1～10、 

9-1～6、10-1～14、11-1～9、12-1～7、 

22-1～16、23-1～11、28-1～14、 

29-1～12、30-1～8、31-1～16 

（秋葉区 新津地区） 

3-1～4・10～14、4-1～12、5-1～10 

6-2～4・8～18、9-1～12、10-1～12 

15-2・5・7～13、16-1～4、17-1～5 

18-1～14、19-1～6、24-1～7 

（秋葉区 小須戸地区） 

1-1～4、2-1～4、3-1・3・4・5、 

5-1～10、6-1～5、7-1～8 

263.67 

 

780.79 

 

 

 

 

545.34 

 

 

 

 

233.95 

 

 

小計 1,823.75 

人との共生林 

（快適） 
⾧伐期施業 

（西蒲区 巻地区） 

15-4～27 

（北区 新潟地区） 

1-1～9、2-3、3-6～11、5-1～6、6-1～3、 

9-9～15、10-1 

（西区 新潟地区） 

15-2～11、16-1、17-1、18-1～3、19-1～2、 

20-1～4、23-1～5 

（西区 巻地区） 

2-1,2,4,5、3-1～4 

133.78 

 

141.52 

 

 

190.68 

 

 

60.21 

 

小計 526.19 
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人との共生林 

（保健） 
⾧伐期施業 

（北区 新潟地区） 

3-1～5、9-1～8 

（中央区 新潟地区） 

13-1～4、14-1～2 

（西区 新潟地区） 

15-1、16-2、26-1～4、29-1～2 

（西区 巻地区） 

2-3 

（西蒲区 巻地区） 

7-1～3，8-1～16、9-1～6、10-1～8、 

11-1～5、12-1～7、15-1～27、16-1～7、 

17-1～5、18-1～7、19-1～8、20-1～4、 

21-1～6、22-1～3、23-1～4、24-1～4、 

25-1～9、26-1～10、27-1～4、28-1～4、 

30-1～5、31-1～3、33-1～8、34-1～10、 

36-1～5 

（西蒲区 岩室地区） 

1-1～10、2-1～6、5-1～5、6-1～8、 

21-1～8、24-1～5、25-1～6、26-1～9、 

27-1～9 

（秋葉区 新津地区） 

1-1～16・24・25、2-1～12 

20-1～10、21-1～11、22-1～5、23-1～7 

87.15 

 

57.92 

 

15.46 

 

9.61 

 

1,395.73 

 

 

 

 

 

 

 

349.15 

 

 

 

279.00 

 

 

 

小計 2,194.02 
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【別表２】木材生産林の区域 

ゾーニング区分 
森林の区域 

（林小班番号） 

面積 

（ha） 

木材生産林 

（西蒲区 巻地区） 

25-1～9、26-1～10、27-1～4、28-1～4、 

29-1～5、30-1～5、33-1～8、34-1～10、 

35-1～7、36-1～5 

（西蒲区 岩室地区） 

21-1～8、22-1～16、23-1～11、 

24-1～5、25-1～6、26-1～9、27-1～9、 

28-1～14、29-1～12、30-1～8、31-1～16 

（秋葉区 新津地区） 

3-1～4、3-10～14、4-1～12、5-1～10、 

6-8～14、7-1～15、8-1～12、9-7～12、 

20-1～10、21-1～11、22-1～5 

（秋葉区 小須戸地区） 

3-1・3・4・5、5-1～10 

567.99 

 

 

 

509.99 

 

 

 

411.73 

 

 

 

84.44 

 

小計 1,574.15 

 
特に効率的な施業が 

可能な森林 

該当なし  

 

  



 

38 
 

【別表３】森林経営計画（区域計画）に対応した区域 

区 
森林の区域 区域面積 

（ha） 区域名 林小班番号 

北，東， 

中央，西 
新潟・豊栄 201-1～29，221-1～3，345-3 641.66 

秋葉 

秋葉 207-1～6 379.51 

金津 207-7～24 778.69 

矢代田 321-1～8 300.75 

西蒲 

巻1 345-1～2，345-4～7，345-15 237.54 

巻2 345-8～14，345-16，345-35～39 542.13 

巻3 345-17～24 455.68 

巻4 345-25～34，345-40～41 595.81 

岩室1 341-1～4 215.59 

岩室2 341-6～20 736.79 

岩室3 341-21～24 204.11 

岩室4 341-5，341-25～31 323.93 

合計 5,412.19 

 


